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令和７年度１２月補正予算案の概要について 

 

                              令和７年１２月９日 

                              総 務 部 

 

１ 補正予算（追加提案） 

（１）基本的な考え方 
 

職員の給与に関する条例等の改正に伴い、職員の給料月額の改定や教職調整額の

引上げ等に必要な予算（人件費のみ）を計上するもの。 

 

（２）補正予算の規模  
 

○ 一般会計  ９４億５９百万円（補正後 １兆２，８５９億７１百万円） 

○ 特別会計      －百万円（補正後   ４，７３３億５０百万円） 

○ 企業会計   ６億２４百万円（補正後   １，４２０億８３百万円） 

   計   １００億８３百万円（補正後 １兆９，０１４億 ４百万円） 
 

※ １２月補正後一般会計予算の前年度予算に対する伸び率 ＋１．１％ 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                総務部 市町村課 

 項 目 
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例【一部改正】 

１ 改正の理由・根拠 

 地方自治法第252条の17の２第１項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一

部を市町村が処理することとするため 

 

２ 改正の目的 

 移譲する事務の追加、事務を処理する市町村の追加及びその他所要の改正を行う

もの 

 

３ 背景・必要性 

 県民サービス向上の観点から、住民に身近な事務を市町村が処理することとする

ため 

 

４ 内容   

移譲する事務（８の法令に係る事務）   

法令 移譲事務・移譲対象 

①医療法 
かかりつけ医機能報告の受理等 

 ※水戸市（移譲済：なし） 

②医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律 
薬局機能情報に係る報告事項の公表等 

※水戸市（移譲済：なし） 

③農地法 
原状回復措置命令に従わない場合の公表 

 ※全市町村（移譲済：なし） 
④高齢者の居住の安定確保に関する

法律 
サービス付き高齢者向け住宅の目的外使用の承認等 

※つくば市（移譲済：なし） 

⑤特定非営利活動促進法 
特定非営利活動法人設立の認証等 

※稲敷市（移譲済：日立市外 30 市町） 

⑥計量法 
立入検査等 

※土浦市（移譲済：古河市外 16 市）  

⑦中小企業等協同組合法 
事業協同組合等の設立認可等 

※古河市（移譲済：水戸市外 11 市町村） 

⑧中小企業団体の組織に関する法律 
協業組合の設立認可等 

※古河市（移譲済：水戸市外 11 市町村） 

 

５ 効果・影響 

 住民に身近な事務を市町村が処理することによって、地域の実情に応じた行政サ

ービスの提供や事務処理期間の短縮など、県民サービスの向上が期待できる 

 

６ 施行日 

  令和８年４月１日外  
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

                              総務部 人事課 

 項 目 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例【一部改正】 

１ 改正の理由 

   人事委員会の勧告等を踏まえ、職員の給料月額を改定する等、所要の改正を

しようとするもの 
 
 ２ 内容 

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正 

ア 月例給の引上げ（令和７年４月遡及適用） 

若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を上回る引上げ 

平均改定率＋3.01％ 

初任給 高卒 ＋12,200 円 

大卒 ＋12,000 円 

 

イ 期末・勤勉手当の引上げ（令和７年12月支給分から適用） 

年間支給月数 4.60月分 → 4.65月分（＋0.05月分） 

 

ウ その他所要の改正 

  月例給の引上げに伴う初任給調整手当の引上げ等 

医師     310,000円 → 310,800円（＋800円） 

医療大学教官  51,600円 →  52,100円（＋500円） 

 

(2) 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正 

     知事等の期末手当の引上げ（令和７年12月支給分から適用） 

     年間支給月数 3.45月分 → 3.50月分（＋0.05月分） 

 

(3) その他関係条例の改正 

     任期付職員の期末手当を引き上げるもの等 

 

 ３ 効果・影響 

   一般会計影響額 年間約 93 億円 

 

 ４ 施行日 

     公布の日 
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資料１－１別冊 
 

 

 

令和７年第４回定例会 

総務企画委員会説明資料 

（条例新旧対照表） 
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総   務   部 
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令和７年第４回定例会 

総務企画委員会説明資料 
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総務企画委員会説明資料 
 

                                   総務部 総務課 

項 目 損害賠償の額の決定について（令和７年11月20日専決処分） 

１ 概要 

自転車競技事務所の会計年度任用職員に対する時間外勤務に係る割増報酬

について、支給額が不足していることが判明したため、本年４月に追加で支

給したが、支給遅延による損害を賠償するもの。 

 

○経緯 

2025 年 

１月 

会計年度任用職員からの申し出を受けて確認したところ、

割増報酬の支給額が不足していることが判明 

２月～３月 対象者に説明し、謝罪 

４月 不足額を支給：3,703,277 円（97 名分） 

10 月 予備監査を契機に、遅延損害金の未払を知覚 

 

○原因 

週の勤務時間が38時間45分を超えた場合は25/100の割増報酬を支給すべき

ところ、割増の対象となる勤務時間の算定や遅延損害金に関する職員の理解

が不足していたため 

 

○再発防止策 

報酬支給要領等を見直し、時間外勤務手当支給の際の確認項目を明確にす

るとともに、複数人による確認を徹底する。 
 

２ 内容 

（１）賠償の相手方 

   会計年度任用職員93名（受取りを辞退した４名を除く。） 

（２）賠償額（法定利率（年利３％）で計算） 

   合計 197,474円（９円～7,249円／人） 

（３）賠償額の決定日 

   令和７年11月20日（知事専決処分により決定） 

＜専決処分の理由＞ 

相手方への賠償を速やかに行う必要があるため 
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総務企画委員会説明資料 

 

総 務 部 財 政 課  

項 目 令和８年度当初予算編成の基本的考え方について 

 

１ 予算編成方針 

   令和８年度当初予算の編成にあたっては、以下に掲げる方針を基本とする。 

(1) 人口減少が加速度的に進む中、財政健全化と併せ、本県が飛躍・発展していくために

は、国内外から「茨城に住みたい、住み続けたい」人が大いに増える、「活力があり、

県民が日本一幸せな県」の実現を目指し、「新しい茨城」づくりに向けた施策を構築し

ていくことが必要であることから、常識にとらわれず、新しい発想で施策を展開するこ

と。  

(2) 経済の好循環を着実に実現していくため、国と歩調を合わせた物価高対策、賃上げ支

援を行うとともに、労務単価の上昇をはじめとする調達価格の上昇を適切に要求に反映

することにより、適切な価格転嫁を推進し、物価高に対応すること。 

(3) 既存の施策についても、ＰＤＣＡサイクルの観点から成果と課題を検証し、必要に応

じて内容を見直すこと。 

(4) 限りある財源を有効に活用するため、あらゆる施策の「選択と集中」の徹底を図るこ

と。 

(5) デジタル技術活用の流れが加速する社会構造の変化を前向きに捉え、デジタル化を推

進しつつ生産性の向上を目指すこと。 

 

２ 要求限度額の設定 

   (1) 義務的経費及びこれに準ずる経費 ：所要額 

   (2) 一般行政費、公共以外の投資的経費：±０％ 

    ※賃金や調達価格の上昇を適切に反映するため、物価上昇対応分（維持管理経費等）は所要額 

   (3) 公共事業費           ：所要額 

 

３ 特別枠の活用 

   (1) 新しい茨城づくり特別枠（一般経費）：要求上限は設けない 

    「活力があり、県民が日本一幸せな県」を実現するための４つの新しいチャレンジに

取り組む新規事業等 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                 総務部 管財課 

 項 目 指定管理者の指定について 

１ 概要 

令和７年度末をもって指定期間が満了する２６施設について、令和８年度以降

の指定管理者を指定するとともに、併せて債務負担行為限度額を定めようとする

もの。 

 

  ※各施設の指定管理者の指定に係る個別の議案については、各施設所管の常任

委員会において審議 

 

２ 指定の内容等 

指定管理者候補者の選定にあたっては、施設ごとに過半数を外部有識者とする 

選定委員会において審査。 

「別紙 指定管理者候補者一覧」のとおり 

○更新施設 ２６施設（うち指定管理者の変更 ２施設） 

○債務負担行為限度額設定 ２３件 

 

３ 指定までのスケジュール 

令和７年６月 

 〃  ７～９月 

 〃  10～11 月 

 〃  12 月   

令和８年１～３月 

４月 

第２回定例会において指定方針の報告（関係常任委員会） 

指定管理者候補の募集 

指定管理者候補の選定（選定委員会の開催） 

第４回定例会において指定管理者の指定の議決 

指定管理料に係る協定の締結 

次期指定管理者による管理運営開始 
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うちＲ8年度額

1 総合福祉会館 福祉政策課 (株)茨城興産 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 461,035 92,207

2 点字図書館

3 視覚障害者福祉センター

4
聴覚障害者福祉センター
やすらぎ

(一般社団)茨城県聴覚障害者協会 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 157,535 31,507

5 大洗マリンタワー 大洗町 非公募 １年 - - -

6 国民宿舎「鵜の岬」

7 カントリープラザ「鵜の岬」

8 つくば国際会議場 科学技術振興課 つくば国際会議場マネジメントグループ ○ 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ9 38,923 29,413

9
茨城港大洗港区のマリーナ
地区の港湾環境整備施設

港湾課 大洗町 非公募 １年 R８ 16,128 16,128

10 赤塚公園 橋本造園土木（株） 公募 ３年 Ｒ8～Ｒ10 100,530 33,510

11 港公園 神栖市 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 102,770 20,554

12 笠間芸術の森公園 笠間市 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 331,980 66,396

13 北浦川緑地 取手市 非公募 １年 Ｒ８ 12,137 12,137

14 鹿島臨海都市計画下水道 鹿島都市開発㈱ 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 6,730,310 1,346,062

15 那珂久慈流域下水道 WA・KKE・BIOSグループ 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 8,967,895 1,793,579

県営住宅及び共同施設
（龍ケ崎市、つくば市、守谷市）

(一般財団)茨城県住宅管理センター 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 791,405 158,281

県営住宅及び共同施設
（上記以外２５市町村）

(一般財団)茨城県住宅管理センター 公募 ５年 R8～R12 7,360,530 1,472,106

17 こども病院 病院局 (社福)恩賜財団済生会支部茨城県済生会 非公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 3,485,105 697,021

18 水戸生涯学習センター (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 778,660 155,732

19 県北生涯学習センター NPO法人インパクト 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 315,150 63,030

20 鹿行生涯学習センター (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 921,075 184,215

21 県南生涯学習センター NPO法人ひと・まちねっとわーく 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 654,375 130,875

22 県西生涯学習センター 日本スポーツ振興協会グループ ○
　　　※ 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 619,397 122,866

23 県立歴史館 文化課 (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 2,550,700 510,140

24 堀原運動公園 (公益財団)茨城県スポーツ協会 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 863,490 172,698

25 笠松運動公園 (公益財団)茨城県スポーツ協会 非公募 １年 Ｒ８ 557,147 557,147

26 ライフル射撃場 茨城県ライフル射撃協会 公募 ５年 Ｒ8～Ｒ12 62,365 12,473

限度額(千円）

保健体育課

施設の名称
指定
期間

258,440 51,688(社福)茨城県視覚障害者協会 公募 ５年

※現指定管理者である「NPO法人日本スポーツ振興協会」に、「（株）日本スポーツ振興協会」が新たに構成団体として加わり、「日本スポーツ振興協会グループ」として応募

指 定 管 理 者 候 補 者 一 覧

指定管理者候補者
公募・
非公募

管理者
変更 期間（年度)

債務負担行為

下水道課

施設所管課

生涯学習課

障害福祉課

営業企画課

都市整備課

(公益財団)茨城県開発公社 10年 - - -

Ｒ8～Ｒ12

16 住宅課

非公募

別 紙
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